
 

 

 

 

令和 ２年 ３月２３日 

 

 

▼タイトル 

高島市新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ 

 

 

▼概 要 

   

３月２３日（月）、第６回新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、小中

学校等の対応について確認および情報共有を行いましたのでお知らせします。 

決定事項については、次のとおりです。 

 

〇入学式について 

   感染防止の措置を講じて行う。 

    ・入学生、入学生の保護者、在校生、教職員のみの参加 

    ・来賓の臨席は取り止める。 

①小学校 ４月８日（水） 午前 

      ②中学校 ４月８日（水） 午後 

   

  〇入園式について 

   感染防止の措置を講じて行う。 

    ・新入園児、新入園児の保護者、職員のみの参加 

    （前年度の途中入所児も参加可能）  

    ・来賓の臨席は取り止める。 

 

  〇４月１日以降の教育活動等について 

   小中学校 

    ・４月１日から感染症防止の措置を講じて教育活動を再開する。 

   保育所等 

・４月１日から通常どおりの開園・開所とする。 

   学童保育 

    ・４月１日から通常の開所とする。  

     ※小学校に合わせた４月１日から７日までは春休み対応とする。 

   学校外教育活動（スポーツ少年団等）および社会教育活動 

    ・４月１日から活動を再開する。 

 

なお、それぞれの施設での感染予防対策として、当面は多くの児童生徒が集ま



る集会等は極力控えることや、教室の座席配置等に配慮し、こまめに換気を行い、

出入り口等に消毒用アルコールを設置いたします。 

 

〇市内イベント等の開催について 

市が主催するイベントについては、３月末までの対応に引き続き、４月末まで

開催を中止とする。 

 

〇備蓄マスクの追加活用について 

マスクやアルコール消毒液が不足する市内の福祉施設等に追加で支給する。 

 

（１）市内の高齢者福祉施設および障がい者福祉施設 

（２）当面不足する物資（１ヶ月相当分） 

    ①マスク   １２，３５０枚 

    ②エタノール消毒液 ４４ℓ 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 

 ○所   属：政策部 危機管理局防災課 

 ○担   当：藪内 翔悟 
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